
昭 島 市 立 富 士 見 丘 小 学 校  
 

 家 庭 利 用 の 約 束  
 

タブレットをお家で利用するときは、「タブレットの約束」
は、とともに、次のルールを守って、正しい使い方をします。   

【 保 護 者 の 責 任 】  
 

①   タブレットを、ご家庭で使用する場合は、  

昭島市教育委員会のルール等を遵守するとともに、  

以下により、保護者の責任で管理・監督します。  

②   タブレットは、常に保護者が保管し、  

お子さんが使用する時に、その都度、渡します。  

③   Wi-Fi ルータへの接続は、その都度、保護者が行います。  

④   お子さんと一緒に「SNS 家庭ルール」等を定め、  

お子さんが主体的に、正しく使えるようにします。  

⑤   過失や故意によるタブレットの破損や盗難、紛失等が  

生じないように万全を期してください。   
 

【 家 庭 で の 使 い 方 】  
 

⑥   原則、保護者の監督下で使用します。但し、保護者の判

断で児童だけの使用も可とします。使用時間は次の通り。 

保護者が監督できる（保護者が在宅）場合   

保護者が定めた時間  但し、就寝１時間前まで  

児童だけで使用する（保護者が不在）場合      

学校がない日    ８時～１６時  

学校がある日   １６時～１８時  

⑦   使用する機能は、原則、次の５つに限定します。  

「Sky Menu」「G Suite」「くじらーニング」  

「デジタル教科書」「教科書の QR コード」  

⑧   先生の指示や保護者の監督下で使用する場合は、  

「NHK for School」「Yahoo!きっず」「プログラミ  

グツール」なども利用できます。  

⑨   チャットやＳＮＳ、動画共有サイトへの投稿など、  

ネットへの情報発信は一切禁止します。（上記⑦を除く）  
 

児童のみなさんへ 

タブレット 
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 「 家 庭 利 用 の 約 束 」      校長 稲垣 達也 
 

タブレットをお家で利用するときは、「タブレットの約束」と、 

次のルールを守って、正しい使い方をします。 
 

持ち帰ったタブレットは、個人のものではなく、公共財産ですので、自由に使用できるものではあり
ません。下記の通り、使用時間や使用内容等についても、厳格に制限させていただきます。 

 

【保護者の責任】 
 

① タブレットを、ご家庭で使用する場合は、昭島市教育委員会のルール等を遵守するとともに、以下により、

保護者の責任で管理・監督します。 

→ 昭島っ子のための「家庭でのタブレット活用のルール」（昭島市教育委員会）が、大原則です。 

     ご家庭では、保護者の皆様にタブレットの管理及びお子さんの利用に際しての監督をお願いします。 

 

② タブレットは、常に保護者が保管し、お子さんが使用する時に、その都度、渡します。 

→ ご家庭に持ち帰ったタブレットは、まず保護者が預かり、保護者の管理下に置きます。 

お子さんが使用する時に渡します。保護者の判断で、保護者が不在になる前に渡しても結構です。 

 

③ Wi-Fiルータへの接続は、その都度、保護者が行います。 

→ タブレット自体に、学校で使用する時と同様のフィルタリングがかかっていますが、不安要因をすべ 

ては排除できませんので、お子さんが危険に巻き込まれないように、その都度の接続を推奨します。 

ネットに接続しなくても、写真撮影やスライドなど、実施できる機能も一部あります。 

 

④ お子さんと一緒に「SNS家庭ルール」等を定め、お子さんが主体的に、正しく使えるようにします。 

→ タブレットの持ち帰りいかんに関わらず、学校でも「ＳＮＳルール」を学んでいます。 

ご家庭のルールは、各家庭のお考えや環境等に応じて、お子さんと話し合って定めてください。 

 

⑤ 過失や故意によるタブレットの破損や盗難、紛失等が生じないように万全を期してください。  

→ 昭島市教育委員会で一括して保険に加入していますが、重大な過失や故意による場合は、保険は適用   

されません。十分気を付けてください。 

 

 

【家庭での使い方】 
 

⑥ 原則、保護者の監督下で使用します。但し、保護者の判断で児童だけの使用も可とします。 

使用時間は次の通り。 

保護者が監督できる（保護者が在宅）場合  保護者が定めた時間  但し、就寝１時間前まで 

児童だけで使用する（保護者が不在）場合  学校がない日      ８時～１６時 

学校がある日     １６時～１８時 

→ 但し、ご家庭により状況が異なりますので、保護者の判断で多少前後しても構いません。 

 

⑦ 使用する機能は、原則、次の５つに限定します。 

「Sky Menu」「G Suite」「くじらーニング」「デジタル教科書」「教科書のQRコード」 

→ 学校では、学年の段階により各機能を使用していますので、お子さんが使用（操作）できる機能も学 

年により異なります。 

 

⑧ 先生の指示や保護者の監督下で使用する場合は、 

「NHK for School」「Yahoo!きっず」「プログラミグツール」なども利用できます。 

→ このほかカメラ機能やスライド等の他、様々なアプリ等もありますので、その都度、指示を出します。 

 

⑨ チャットやＳＮＳ、動画共有サイトへの投稿など、ネットへの情報発信は一切禁止します。（上記⑦を除く） 

→ 氏名や写真等の個人情報はもとより、ネットへの発信は、犯罪に巻き込まれる極めて危険な行為です。 

 

指 導 用 


